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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01・3546・6 ケイデンタルオフィス 〒901-0152
那覇市小禄４丁目１番地
の８

歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第252号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

03・3111・5 うみかぜ歯科・矯正歯
科

〒904-2235
うるま市字前原幸崎原３
０３番地　２階

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第779号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第384号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第403号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
光学印象
　　　（光印象）第89号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1453号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

04・3185・7 Ｔａｋｅｓｈｉｍａ　
Ｄｅｎｔａｌ　Ｏｆｆ
ｉｃｅ

〒904-2143
沖縄市知花６丁目８番２
１号

歯科矯正診断料
　　　（矯診）第38号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 8月 1日

05・3121・9 あいち歯科クリニック 〒901-2206
宜野湾市愛知一丁目２番
１５号登川ビル２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第780号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第385号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第402号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

08・3164・3 伊礼歯科医院 〒901-2127
浦添市屋富祖３－７－３
　２０２

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第776号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第383号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第399号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第117号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第410号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
有床義歯咀嚼機能検査１のロ及び咀嚼能力検査
　　　（咀嚼能力）第71号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第80号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第753号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1450号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年10月 1日
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10・3071・6 ＨＡＲＵ　ＤＥＮＴＡ
Ｌ　ＣＬＩＮＩＣ

〒901-0313
糸満市字賀数４６９ニュ
ーワールド１０１号

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第777号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第400号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第754号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1451号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

21・3078・8 おっぱ歯科医院 〒905-0414
国頭郡今帰仁村謝名６２
１番地１

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第411号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日

22・3179・2 上運天歯科矯正歯科 〒904-0203
中頭郡嘉手納町嘉手納２
９０－４，２Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第778号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 8月 8日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第401号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 8月 8日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第755号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 8月 8日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1452号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 8月 8日


